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はじめに 

 
	 我が国の経済は、平成２５年に入って株高が進んだこと等を背景に企業や家計のマインドが改善

し、個人消費を中心に内需が牽引する形で持ち直しに転じ、緩やかな回復基調が続いています。 
	 また、雇用情勢については、有効求人倍率が２０数年振りの高水準、完全失業率が１８年振りの

低水準で推移しており着実に改善している状況です。 
	 一方、人口が減少し少子高齢化が進んでおり、幅広い分野で労働力の不足が顕著になってきてい

ます。 
	 この経済状況のもと、建設業界を見ると、景気回復や震災からの復興需要、国土強靭化の推進、

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックもあり建設需要は増加傾向にあります。 
	 また、建設労働者の現状を見ると建設技術者や技能労働者等建設関連職種の有効求人倍率は高く

推移しており、これは人手不足の状況を表しております。また、他産業に比べて新規学校卒業就業

者の入職が少なく、定着が悪い状況はますます深刻化しています。 
	 今後、熟練技能を有する多くの高年齢層の労働者の退職が見込まれる中で、建設労働者の確保、

特に若年労働者の確保をいかにしていくか対策に取り組む必要に迫られております。 
	 このように建設分野の人材確保が喫緊の問題であることから平成２８年度愛知労働局委託事業

「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」は、上記背景をもとに「魅力あ

る職場づくり」を企業に取り組んでいただき、従業員の定着をはかり、その魅力が新規入職者の増

加に結びつくという好循環を形成するお手伝いを行いました。具体的には、「魅力ある職場づくり」

をするため雇用管理改善を進めていくというもので、周知、相談、助言、提案等を実施致しました。 
	 事業内容に関しては本文でも触れておりますが、その中で個別相談支援として業界に精通した社

会保険労務士を「雇用管理アドバイザー」として、希望のあった企業に派遣し、個別の相談に対応

させていただきました。 
	 本書は、この個別相談支援での事例を広く紹介するもので、皆様の事業所での雇用管理改善の取

組みの参考としていただければ幸いです。 
 
 
平成２９年３月 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ランゲート株式会社 
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	 建設業界の人材不足は深刻化している現状は、次の表からも見て取れます。 
  

	 有効求人倍率から見ると

全職業計に比べて建設各職

種で人材募集が多いが求職

者が少ないため求人倍率が

高くなっています。	

	 この状況は人材不足にあ

ると見て取れます。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            
                             【表１】	 （厚生労働省	 第９次建設雇用改善計画より） 
 
	 一方、新規入職者の３年

目の離職率から見ると全体

平均に比べて建設業は高い

状況です。	

	 これは若手の定着率が低

いことを意味し人手の減少

が他産業に比べて激しいこ

とを表しています。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【表２】	 （厚生労働省	 第９次建設雇用改善計画より） 
 
 

人材不足分野における人材確保のための

雇用管理改善促進事業（啓発実践コース） １ 
１.	 建設業界の現状 
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	 このように、建設業界としては、入職者が少なく、離職者が多い状況が続いており今後も益々人

材不足が予想されています。 
	 この現状に、国としても取り組んでおり厚生労働省の「建設雇用改善計画（第９次）」に 
 

とあり、その施策の中の重点事項というものが、以下の項目です。 

（１）	若年者等の建設業への入職・定着促進による技能労働者の確保・育成	

① 	若年労働者の確保・育成	

② 	女性労働者の活用の促進	
③ 	高年齢労働者の活躍の促進	

（２）	魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備	

① 	建設雇用改善の基礎的事項の達成	

② 	労働災害防止対策の推進	
（３）	職業能力開発の促進、技能継承	

① 	事業主等の行う職業能力開発の促進	

② 	労働者の自発的な職業能力開発の促進	

③ 	熟練技能の維持・継承及び活用	
（４）	雇用改善推進体制の整備	

III 雇用の改善等を図るために講じようとする施策に関する基本事項 

 建設労働者の雇用改善を進めるにあたっては、今後、技能労働者の高齢化の進行等を背景
に、技能労働者が不足するおそれがあることから、若年者等を技能労働者として確保・育成
していくことが必要である。 

 また、建設産業に関しては、依然として雇用関係が不明確、他産業に比べて長時間労働、
技能労働者が低賃金である等労働条件の改善や労働福祉が立ち遅れており、また、職業能力
開発が十分に行われていない等の問題があり、これらの改善を図っていくことが必要であ
る。 

 このため、建設労働者の職業生活の安定にも十分に配慮した上で、建設雇用等の動向を踏
まえ、若年労働者等の確保・育成、建設労働者の雇用改善、労働福祉の増進、職業能力の開
発及び向上等雇用の改善を一層促進することにより、建設労働者にとって魅力ある職場とす
るために次の施策を積極的に推進する。 
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① 	建設事業主における雇用管理体制等の整備	

② 	事業主団体における効果的な雇用改善等の推進	

③ 	地域の実情を踏まえたきめ細かな雇用改善の推進	
④ 	建設労働者確保育成助成金制度の活用等	
⑤ 	関係行政機関相互の連携の確保等	

⑥ 	雇用改善を図るための諸条件の整備	

 

	 本事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」はこの中で、個々の事

業所に直接働きかけることのできる事項として下記内容を実施しました。	

 
（１）「雇用管理改善啓発セミナー」の開催 
	 建設業の各事業所が「魅力ある職場づくり」に取組み、従業員の定着を図ります。従業員の定着  
が次の入職者につながり、その結果徐々に人材不足の解消へと向かうという循環を構築する必要が

あります。そのために雇用管理改善は非常に重要な事項であります。 
	 こういった視点から雇用管理改善の必要性をご理解いただくセミナーを開催しました。 
	 また、この中では、雇用管理改善に伴う各種助成金の紹介も合わせて実施しました。 
	 	  
 
 
 
 
 
 
（２）個別相談支援の実施 
	 業界に精通した社会保険労務士を雇用管理アドバイザーとして支援を希望される事業所に複数回

派遣し、労働者の職場定着に資する雇用管理改善のための相談支援を行いました。	

 
（３）「魅力ある職場づくり実践セミナー」の開催 
	 本事業にて実施した雇用管理アドバイザーによる個別相談支援の事例を紹介するためのセミナー

	 月	 日	 時	 間	 場	 所	

第１回	 	 ９月１５日	 13:30〜16:30	 名古屋	

第２回	 １１月１５日	 13:30〜16:30	 名古屋	

第３回	 １２月	 ８日	 14:00〜17:00	 名古屋	

２.	 事業内容 
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を開催しました。第１部は直近のトピックを踏まえ業界の現状を紹介、第２部は本事業で実際に実

施された個別相談支援の事例を紹介いたしました。 
 

	 月	 日	 時	 間	 場	 所	

第１回	 	 ２月２２日	 13:30〜16:10	 名古屋	

	 セミナーでのアンケートでは「改善事例は参考になった。」「労務関係の情報は積極的に取り入れ

ていきたい。」等、本セミナーは有益であったとの回答を多くいただきました。 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 魅力ある職場づくり実践セミナー 
 
（４）「事例集」の作成 
	 前述の個別相談支援を実施した内容を、広く業界企業の皆様に知っていただくため、「事例集」を

作成いたしました。本書がこの事例集です。 
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	 業界に精通した社会保険労務士を雇用管理アドバイザーとして、相談希望のあった企業

に派遣し個別の相談・支援を行いました。その中のいくつかを事例として紹介いたします。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

２ 事例紹介 
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【事例１】	 株式会社 T 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・仕事をする上で必要な資格を順次取得させている。	

	 	 	 ・１年に１回、社員関係者（８０名程度）を集めて、研修・教育等を行っている。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・定期健康診断を実施している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・有給休暇は、従来はカレンダーに書き込むだけで休暇としていた。	

	 	 	 ・労働時間は、１日８時間とした月給制で、残業時間を込みとする給与体系を構築中であっ	

	 	 	 	 た。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 労働時間の管理は、	

業種	 大工工事	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

１４人	 １４人	 １３人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

１４.３年	
常用労働者の	
平均年齢	

４１.６歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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	 	 	 ・現場労働者は日報で管理。	

	 	 	 ・本社勤務の運転手、事務員はタイムカードで管理。	

	 	 	 ・出社時間でタイムカードに刻印するため、実際の労働時間と異なることが発生していた。	

	 	 	 となっていた。 
 
（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・一部の従業員が退職金制度に加入している。	

	

（１）事業主の意識	

	 	 	 ・従業員の労働時間の把握が、ルーズであり、実労働時間となっていない面を大変気にして	

	 	 	 	 いた。	

	 	 	 ・残業時間の割増賃金についても、基準や割増率は把握し、労働者に払う意識はあるが、労	

	 	 	 	 働時間を的確に把握できていないため、どのように支給すると良いか解決できていなかっ	

	 	 	 	 た。	

	 	 	 ・今回の相談で、就業規則を確立し、従業員に対して適正な労務管理をしたいという意向を	

	 	 	 	 持っていた。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 ・従業員は、月給制で一定の賃金をもらっていたが、朝出勤して、就労するまでの時間は労	

	 	 	 	 働時間かそうでないか曖昧であり、個人差も出ていた。	

	 	 	 ・有給休暇の取り方など会社の指示が浸透していない状況であった。	

	

	

	

	

	 	 	 従業員が10人を超えているが、就業規則の作成、届出がまだ実施されていない。	

	 	 	 就業規則を策定し、上記の問題点の解決を図る。	

	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 
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（１）制度の概要	

	 	 	 ・就業規則を策定し、労働時間、賃金の支払い方、有給休暇の付与方法を明確にする。	

	

（２）導入支援のポイント	

	 	 ①	 労働時間	

	 	 	 ・１日７時間	

	 	 	 	 始業８時、終業５時とし、休憩時間１０時から３０分、１２時から６０分、３時から３０	

	 	 	 	 分と設定。	

	 	 	 ・週労働時間を４０時間以内にするために	

	 	 	 	 建設業では、土曜日、祝日の仕事は当たり前のように行われている。これに対応するため	

	 	 	 	 に３ヶ月以下の変形労働時間制を導入する。	

	 	 	 	 また、休日カレンダーを使って休日の周知を図るとともに、有給休暇を取得し易い体制作	

	 	 	 	 りを図る。	

	 	 	 ・正確な労働時間を把握するために	

	 	 	 	 現場勤務は、仕事の始業時間が８時、就業時間が５時に統一され、１０時、１２時、３時	

	 	 	 	 の一斉休憩が行われるので労働時間の把握には、さほど問題はなくなった。また、８時の	

	 	 	 	 始業前、および５時の終業後の仕事については、工事部長に申出の上、日報にて申告、日	

	 	 	 	 報を工事部長、事務所職員の確認で、時間外労働を適正に把握できるようにする。	

	 	 	 	 本社勤務の運転手、事務職員は、仕事を始める直前、終了後すぐに、タイムカードを打刻	

	 	 	 	 するよう指導する。また、運転手は、併せて日報を提出するようにし、労働時間の適正な	 	

	 	 	 	 把握をする。	

	 	 ②	 賃金の支払い方法	

	 	 	 ・月給者に対する残業、休日、深夜の割増賃金の計算方法指導	 	

	 	 	 ・残業手当の定額支給制度提案	

	 	 	 ・法定休日の労働に支給する休日手当、深夜勤務に支給する深夜手当に時間単位での支給	

	 	 	 	 を提案	

	 	 ③	 有給休暇の取得、付与	

	 	 	 ・有給休暇を半日単位で付与	

	 	 	 ・有給休暇の申請書を作成、活用し、休暇取得が記録に残す	

	

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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	 提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・就業規則（労働時間、有給休暇、賃金規程、育児・介護規程を含む）を策定。	

	 	 	 ・労働基準監督署に提出。	

	

	

	 	 	 ・まずは、策定した就業規則に沿った労務管理の実行を行う。	

	 	 	 ・次の検討事項は、退職金制度の導入。	

	

	

	 	 	 ・社内の統一した基準がはっきりしたので、運用がやりやすくなった。	

	 	 	 ・日頃、相談できる人がいないので、こんな機会があって感謝している。	

	 	 	 ・専門家に相談でき、就業規則の策定まで行けたことは良かった。	

	

	

	 	 	 ・社内ルールの策定により、企業を守っていく上で基礎的な部分のお手伝いができたと考え	

	 	 	 	 る。	

	 	 	 ・今後、この基礎部分を守り、さらに充実させていくことが重要である。	

 
 
 
 
 
 
 

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例２】	 株式会社	 M 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・会社としての研修体系はないが、経験年数により、仕事に必要な技能講習（型枠支保工、	

	 	 	 	 玉掛業務、酸欠作業主任者等）を取得させている。	

	 	 	 ・昨年改正された安全衛生規則による足場組立等の特別教育は全員に昨年中に受講させてい	

	 	 	 	 る。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・定期健康診断を実施している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・１日７時間で、３カ月単位の変形労働時間制を導入し、週４０時間を実施。	

	 	 	 ・日給賃金の労働者のため、有給休暇を取得する概念がない。	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・日報による労働時間管理をしている。	

	 	 	 ・８時間を超えた労働時間と月の所定時間の合計を超えた時間に対して、一定率の残業手当	

業種	 型枠工事	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

１４人	 １３人	 １３人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

６.３年	
常用労働者の	
平均年齢	

４１.５歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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	 	 	 	 を支給している。	

	 	 	 ・手当には、残業時間を含んでいないので都度計算して支給している。	

 
（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・長期休暇に入る前に、従業員の慰労のため懇親会を行っている。	

	

（１）事業主の意識	

	 	 	 ・従業員がすべて建設作業員で、主たる業務が型枠解体工事である。そのため、事業主が考	

	 	 	 	 える働きやすい職場とは、施工現場の環境であり、安全と施工性を第一とした環境整備に	

	 	 	 	 対しての意識が高い。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 ・日給の労働者で、「仕事がある」、「仕事ができる」ことが収入につながり、仕事があるこ	

	 	 	 	 とは歓迎できると考えている。	

	

	

	 	 	 ・従業員が10名を超え、就業規則の作成、届出が必要となっていた。	

	 	 	 ・この相談支援の機会を活用して、就業規則を作成し、労働時間制度、賃金の支払い方法を	

	 	 	 	 確立したいと考えていた。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 ・就業規則の作成と労働基準監督署への届出。	

	

（２）導入支援のポイント	

	 	 	 前提は建設現場での作業が仕事であり、原則、土曜・祝日は現場で仕事がある状況を踏まえ	

	 	 て下記内容を提案。	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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	 	 	 ・建設現場では、８時の始業、１０時、１２時、３時の休憩、５時の終業とした労働時間制	

	 	 	 	 度の導入。	

	 	 	 ・賃金の支払い方、特に残業時間を見込んだ手当の設定。	

	 	 	 ・有給休暇、その他の休暇制度の導入と運用。	

	

（３）特記事項（支援の際に障害となった事情・課題。）	

	 	 	 労働時間の設定が曖昧であったため、	

	 	 	 ・１０時、３時の休憩時間を３０分、１２時の休憩を１時間に設定、１日７時間の労働時間	

	 	 	 	 とした。	

	 	 	 ・土曜日、祝日の仕事もあるので、週４０時間を守るため、１ヶ月または３ヶ月での変形労	

	 	 	 	 働時間性を導入した。	

	 	 	 ・残業時間は、一定時間分を手当として支給する方式に変更した。	

	 	 	 ・有給休暇取得方法が曖昧であったので、取得方法を明確化した。	

	

	

	 提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・就業規則を策定。	

	 	 	 ・就業規則に労働時間、賃金支払い方法の確立をし、明記した。	

	 	 	 ・労働基準監督署への届け出。	

	

	

	 	 	 ・就業規則は策定および届出も済ませた。	

	 	 	 ・今後は、この規則に沿った労務管理の実施。	

	

	

	 適正な利益を確保して、事業活動を展開することが企業の存続につながる。そして、労働

者を保護する労働基準法を遵守して企業が成立する。今回の就業規則の策定は、事業主、従

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 
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業員共に適正なものになり、双方が守られる型となり良かったと考える。また、従業員に対

しても今までの賃金水準が維持できている内容で良かった。	

	

	

	 これまでは、会社のルールが明文化されていなかったため、従業員各自が周りを見ながら

判断し行動していた。そのため、時には間違った解釈等していたこともある。これからは就

業規則をみんなで確認し、内容をよく理解して、今後の企業運営をお願いしたい。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例３】	 S電気工事株式会社 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・技術に関する研修は随時行っている。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・法定健康診断を実施している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・振替休暇取得を推進している。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

 
（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・特になし。	

業種	 電気工事	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

１９人	 １９人	 １９人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

１３.０年	
常用労働者の	
平均年齢	

４３.１歳	

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 

１.	 企業概要 
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（１）事業主の意識	

	 	 	 	 １９人規模の会社で、今まで、社長中心にうまく回っていると思っていたが、この度の相	 	

	 	 	 談支援で従業員にアンケートを実施したところ、違っていた。従業員とのコミュニケーショ	

	 	 	 ンはとれていると思っていたが、実際にはあまりとれていないことがわかり危機感を持った。	

	

（２）従業員の意識	

	 コミュニケーションが不足していると感じている。意見を言っても回答がないことも、ま

まある。	

	

	

	 	 	 	 給与、賞与の決定の仕方が明確でない。また、評価方法も不明瞭なため不公平感もある。	

	 	 	 そのため、従業員のモチベーションも上がらない。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 	 社長と社員のコミュニケーション不足解消のため、ボーナス支給前の従業員との面談の実	

						施を制度化する。	

	

（２）導入支援のポイント	

	 	 	 ・まず、部長・課長に対して面談制度について説明。	

	 	 	 ・部課長の意見を聞き、社員全員への対応を検討する。	

	

（３）特記事項（支援の際に障害となった事情・課題）	

	 若年者雇用問題での相談とのことで始まったが、事業主と従業員との間のコミュニケーシ

ョンが取れていないという問題があり、この解消が当面の課題となった。この問題解決のた

め、面談制度を設けるとともに、部下とのやりとり、注意点、予測される事項に関してアド

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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バイスを実施。	

	

	

	 提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・３月中旬を目処に、事業主と部長との面談を実施予定。	

	

	

	 	 	 ・面談実施による社内コミュニケーションの円滑化。	

	 	 	 ・事業承継を視野に入れた計画の策定。	

	

	

	 	 	 ・アンケートを受けて、非常に危機感を感じた。	

	 	 	 ・日々、漠然としていたものが、時間をとってアドバイスを受けることで、問題が整理さ	

	 	 	 	 れた。	

	 	 	 ・まず、従業員との意思疎通のため、コミュニケーションをとることから実施。	

	

	

	 	 	 ・若年者雇用問題ということで訪問したが、話を聞いていると、社内のコミュニケーション	

	 	 	 	 が不足していることが喫緊の問題であった。この問題が解決されなければ、社員と一体に	

	 	 	 	 なって事業運営はできないので、この点をまず解決することとした。	

	 	 	 ・事業主との相談の上、面談制度を導入することで、コミュニケーションの改善を図ること	

	 	 	 	 とし、面談ノウハウも示した。	

	 	 	 ・これにより、事業主、社員の思いが共有でき、一体感のある運営がなされればと思う。	

	

 

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例４】	 株式会社	 D 

 
 
 
 
 
	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・仕事に必要な資格は取得させるようにしている。	

	 	 	 ・資格取得のために建設労働者確保育成助成金を活用する。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・定期健康診断を実施している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・１年単位の変形労働時間制を導入、１日7.５時間労働としている。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・日報による労働時間管理、実労働時間の把握をしている。	

	 	 	 ・労働時間を的確に把握し１日８時間を超えた労働に対する残業手当と、週労働時間４０時	

	 	 	 	 間を超えた時間に対する残業手当を支給している。	

	 	 	 ・従業員からの「毎月の仕事に取り組む姿勢」を目標として出入り口に掲示。 
 

業種	 大工工事	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

１４人	 １３人	 １３人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

８.３年	
常用労働者の	
平均年齢	

３３.３歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・リゾートホテルの利用を従業員に紹介。	

	

（１）事業主の意識	

	 	 	 ・適正な労務管理が労働者の確保には不可欠と感じている。	

	 	 	 ・労働者の雇入れのために、他の事業者と異なる事業所の魅力の創造に意欲がある。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 ・賃金の決め方が明確でないと感じている。	

	

	

	 	 	 ・賃金規程が無く、残業に対する加算支給がない状況。残業手当を払い従業員へ報いたいが、	

	 						適正な範囲での支給が前提である。	

	 	 	 ・賃金規程を策定し、制度に乗っ取った支払いを行いたい。	

	 	 	 ・就業規則を作成し、届け出をしたい。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 ・賃金制度を策定し、賃金支払い内容を以下のように明確化を図る。	

	 	 	 	 ①	 １日の所定労働時間は７.５時間であるが、８時間分の賃金を支払う。	

	 	 	 	 ②	 労働時間が８時間を超えた時は、その超過時間数の残業手当を支給。 
	 	 	 	 ③	 休日労働（法定休日）は、時間単位で支給。 
	 	 	 	 ④	 深夜手当は、残業手当とは別に支給。	

	

（２）導入支援のポイント	

	 	 	 ・時間管理ができている出勤簿があるので、これを活用した賃金台帳の作成を行った。	

	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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（１）提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・賃金規程の策定とその規程に従った賃金支払いを１０月、１１月分の賃金支払いから試行	

	 	 	 	 し、問題点の洗い出しを行った。	

	 	 	 ・結果、１２月に就業規則に盛込み、労働基準監督署に届け出予定。	

	

（２）助成金活用状況	

	 	 	 今回の提案内容とは異なるが、事業主の要望で以下の助成金の申請を行った。	

	 	 	 ・助成金名称	

	 	 	 	 	 	 建設労働者確保育成助成金（技能実習コース）	

	

	

	 	 	 就業規則の届出を１２月に実施。	

	

	

	 	 	 	 賃金の支払い方法の適正化はアドバイザーの指導がなければできなかった。今後は、労働	

	 	 	 時間の適正な把握が重要であるので、日報の管理等をしっかり行っていきたい。	

	

	

	 	 		・会社の規模、内容から労務管理が充実されていない面もあり、まず給与面から始めた。	

	 	 	 ・半日とか１日単位での労働時間管理をしている企業が多い中、この事業所は時間単位での	

	 	 	 	 管理ができているため、週４０時間労働、残業時間の把握ができ、賃金制度の策定がスム	

	 	 	 	 ーズにできた。この時間単位での管理が業界に広がると適正労働につながり、賃金との整	

	 	 	 	 合性も取りやすくなると思われる。	

	 				・今後は、労務管理全般に進展していくことを願う。	

 

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例５】	 株式会社	 S 

 
 
 
 
 
 
	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・会社としての研修体系は構築されていない。	

	 	 	 ・工事に必要な資格を取得させることは実施している。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・定期健康診断を実施している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・１日８時間、週４０時間の勤務。	

	 	 	 ・有給休暇は付与していたが、会社での把握は十分にできていなかった。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・日報による労働時間管理を行っている。	

	 				・賃金は月給と日給が混在、残業時間管理は不適切。手当の支給にも統一性を欠いていた。	 	 	  
      ・関係会社への出向がある。 

業種	 土木工事	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

７人	 ７人	 ７人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

２.５年	
常用労働者の	
平均年齢	

４２.３歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・建退共制度を活用した退職金制度はある。	

	

（１）事業主の意識	

	 	 	 ・設立して３年を経過した会社で、会社としての服務規程が明確化されていない。	

		 	 	・労働者数が１０名を超える可能性も高くなってきているので、就業規則の策定をして会社	 	

	 	 	 	 の規律の統一を図りたいと考えている。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 ・出勤すれば日額がもらえるという従前の建設業界意識が抜けない労働者も見受けられる。	

	

	

	 	 	 ・労働時間が明確になっていない。	

	 	 	 ・本給の基準はあるが、諸手当に対する基準が明確でない。	

	 	 	 ・有給休暇の付与とその管理ができていない。	

	 	 	 ・雇用保険、社会保険の手続きとその管理ができていない。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 ・就業規則の策定。	

	 	 	 ・服務規程と労務管理を確立し、労働者の理解のもと会社の運営を行っていく。	

	

（２）導入支援のポイント	

週４０時間労働の基準が不明確であった。土曜、祝日も仕事があるので、それに対応できる			

労働時間制の提案。	

	 	 	 	 	①	１日７時間、３ヶ月単位の変形労働時間制	

	 	 	 	 	②	休日をカレンダーで明確化	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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	 	 	 	 	③	残業時間（２５時間）を見込んだ手当を創設	

	 	 	 	 	④	残業時間が２５時間を超えた場合は、超過時間分の支給	

	 	 	 	 	 	

	

	 提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・就業規則の策定。	

	 	 	 ・１１月に労働者に告知、合意を得る。	

	 	 	 ・結果、１２月に就業規則に盛込み、労働基準監督署に届け出。	

	

	

	 	 	 	 就業規則の届出は、１２月に実施された。今後新しい労働時間制とそれに基づく賃金支払	

	 	 	 いの定着をしていくことが必要。	

	

	

	 	 	 ・まだ、スタートラインに立った状態である。今後の修正などが必要となるが、まずは就業	

	 	 	 	 規則ができてよかった。	

	 	 	 ・今後は、従業員に制度の浸透を図っていく。	

	

	

	 	 		・設立間もない会社で、各種規定が明確化されていない中、賃金規定の整備から行った。今	

								後さらに各種制度の整備が必要となるが、事業主の考えが、従業員に正しく理解され会社	

								の発展に繋がることを期待する。	

 
 
 
 

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例６】	 株式会社	 O 

 
 
 
 
	

	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・特になし。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・体系はなく、雇入れ時や必要時に社内教育または外部機関を利用して実施。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・法定健康診断を実施。	

	 	 	 ・年１回のインフルエンザ予防接種。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・労働時間：全従業員を対象に１年単位の変形労働時間制を導入している。	

	 	 	 ・休暇	 	 ：特別休暇（慶弔）、産前産後、育児介護休業制度あり。繁忙期後の年休取得は比	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 較的容易。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・業務管理：勤怠管理は原則タイムカードで実施。	

	 	 	 ・組織管理：現場従業員就業規則、期間従業員就業規則、嘱託就業規則による。	

業種	 土木工事業	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

２５人	 １８人	 １８人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

１５.０年	
常用労働者の	
平均年齢	

４１.５歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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	 	 	 ・人間関係制度：服務規程、表彰制度、特別休暇制度と併せて慶弔見舞金制度あり。 
 
（６）福利厚生関係	

	 	 	 ・慶弔見舞金制度。	

	 	 	 ・年１回（主に夏季）日帰り旅行やバーベキュー等のレクリエーションを実施。	

	

（１）事業主の意識	

	 	 	 ・従業員に帰属意識を促し、安心して働ける職場づくりをしたい。	

		 	 	・社員評価制度、等級制度、教育訓練制度の整備をしたい。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 ・自身の頑張りがどう評価されているのか不明。	

	 	 	 ・将来の建設技術者としてのキャリア形成が見えてこない。	

	

	

	 	 	 ・技術者、作業員とも人手不足で確保、定着が難しい。	

	 	 	 ・就業規則が有効に活用されておらず、行動規範として活用していく必要がある。	

	 	 	 ・特に従業員の社用車使用により交通事故損害が多発したが、コスト意識だけでなく損害に	

	 	 	 	 関する危機意識をもたせたい。	

	 	 	 ・厳しくするだけでは士気が上がらない。管理倒れにならない制度作りをしたい。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 ・制度の要望：損害賠償規程の整備、賞罰規程の充実、退職金制度、正規社員と非正規社員	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 のコース。	

	 	 	 ・制度の提案：教育訓練、賞罰や安全衛生等各種委員会、稟議、兼業禁止、機密管理規程ほ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 か、財形制度、健康管理（ストレスチェック）に関する規程。	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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	 	 	 ・基準の設定：社内教育訓練（時期と種類）、社員等級、昇給・昇格の基準設定。	

	

（２）導入支援のポイント	

							以下の制度の導入と理由	

	 	 	 ・損害賠償規程：従業員のうち、特に正社員が業務中に移動の際、自動車事故が多く、改善	

	 	 	 	 意識も乏しいため、当規程を設ける。	

	 	 	 ・賞罰規程：賞罰に関する事項を明確にし、従業員の倫理意識と士気を高める。	

	 	 	 ・兼業禁止、機密管理規程：働き方改革の議題にもあった副業に関する企業の姿勢を今後ど	

	 	 	 	 うしていくか、方向性を定める必要があるため。	

	 	 	 ・教育訓練：今後、建設労働者確保育成助成金をより活用していくにあたり、またキャリ	

	 	 	 	 ア形成促進助成金活用の際に教育体系が必要となるため。	

	 	 	 	 	 	

（３）特記事項（支援の際に障害となった事情・課題。それをどのように解決したか）	

	 	 	 ・既存の就業規則について：各規程がバラバラに作成され、一覧性や検索性において不便で	

	 	 	 	 あった。一覧化した目次を作成、これにより制度の重複部分の整理や整合性追求が可能と	 	

	 	 	 	 なった。	

	 	 	 ・教育訓練：特別教育に関しては社内研修制度を充実させるため、雇用助成室等に用件を確	

	 	 	 	 認。	

	 	 	 ・退職金規程：現在は建退共、特退共制度を併用して導入しているが、両制度の通算ができ	

	 	 	 	 ず、中退共制度への乗り換えを検討したが、既存制度からの乗り換えには時間がかかるた	

	 	 	 	 め、支給要件やその計算方法を検討することとした。	

	 	 	 ・賞罰制度、損害賠償規程を見直し、社有車管理規程と自動車事故報告書を新規導入するこ	

	 	 	 	 とでその運用方法を明確にした。	

	

	

（１）提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・既存規程の改定：賞罰規程、損害賠償規程。	

	 	 	 ・新規程採用：社用車管理規程。	

	 	 	 ・その他の提案部分は今後の継続検討とした。	

	

	

６.	 導入支援の経過、結果 
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（２）助成金活用状況	

	 	 	 ・助成金名称	

	 	 	 	 	 建設労働者確保育成助成金のうち、認定訓練コース、技能実習コースを利用し、技能講	

	 	 	 	 	 習に関わる賃金補助や経費助成を受けた。	

	 	

	

	 	 	 ・今後整備していく制度は退職金、教育訓練規程、業務に活用する資格の見直しと賃金制度	

	 	 	 	 への組み込みについて整備する。	

	

	

	 	 	 ・普段、外部からの情報提供が少なく、社内外の事情を知るのに良い機会であり、特に就業	

	 	 	 	 規則の一覧化により課題が明確化したので、今後は既存諸制度を体系化すること、その整	

	 	 	 	 備過程を含めて社員へ周知することにより共感を得る仕組みづくりを行いたい。	

	 	 	 ・今回は従来、漠然と感じていた問題とその改善課題が明確になったことが 大の収穫であ	

	 	 	 	 る。	

	 	 	 ・改善は即効性が見込まれるものもあるが、段階的に行うべきものが多く、今後も継続的に	

	 	 	 	 取り組んでいきたい。	

	

	

	 	 		・喫緊に取り組むべき人員確保について、提案内容を基に今後の方向性を確立していただけ			

								たと思います。	

	 	 		・いろいろとお勧め、提案した項目が多くありましたが、今後の取り組みと、ご認識いただ	

								き継続的に改善を続けていっていただければと思います。	

 
 
 
 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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【事例７】	 株式会社	 Z 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

（１）評価・処遇制度関係	

	 	 	 ・評価項目が６つしかなく、もっと内容を充実させたい。	

	

（２）研修体系制度関係	

	 	 	 ・資格取得を促進するための手当制度の充実が必要。	

	 	 	 ・社員は不足していると感じている。	

	

（３）健康づくり制度関係	

	 	 	 ・健康保険組合により人間ドックの利用を促進している。	

	

（４）休暇・労働時間制度関係	

	 	 	 ・毎週水曜日は、ノー残業デイに取り組んでいる。	

	

（５）業務管理・組織管理・人間関係制度関係	

	 	 	 ・グループウェアによるスケジュールや勤怠管理、組織管理を行っている。	

 
（６）福利厚生関係	

	 	 	 	親睦を目的に以下の行事に積極的に取り組んでいる。	

業種	 木造建築工事業	

従業員数	

総数	
※雇用関係にある人数	

	

うち常用労働者数	
	

うち正社員数	

３４人	 ３４人	 ３３人	

常用労働者
の平均勤続
年数	

２４.５年	
常用労働者の	
平均年齢	

４２.０歳	

１.	 企業概要 

２.	 すでに企業が取り組んでいる雇用管理制度 
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	 	 	 ・社員旅行	

	 	 	 ・ゴルフ、野球大会	

	 	 	 ・懇親会	

	 	 	 ・歓送迎会	

	

（１）事業主の意識	

・雇用管理改善への意識は高く、特に社員間のコミュニケーションをとることを積極的に促	 	

	 している。	

	

（２）従業員の意識	

	 	 	 アンケート調査により従業員の意識を見ると	

	 	 	 ・会社、事業所を取り巻く環境や、今後の課題を話し合う機会が少ない。	

						・業務内容や量に対応できる人員の確保が不十分と感じている。	

						・人材育成の面でキャリアアップ、リーダー層育成に関して不安がある。	

	 	 	 ・仕事の評価に対する面談によるフィードバックが少ないと感じている。	

	 	 	 となっている。	

	

	 	 	 ・評価制度がなく、社員がどうしたらキャリアアップが図れるかがわからない。	

	 	 	 ・そのため、真面目で勤勉な社員ほど、やる気がなくなるのではないかと不安である。	

	 	 	 ・営業の社員が、休日に顧客対応で出勤することが多い。	

	 	 	 ・有給休暇の消化率が、１割程度でよくない。	

	

	

（１）制度の概要	

	 	 	 ①介護休業等のため	

	 	 	 	 ・休職制度の充実。	

	 	 	 	

３.	 事業主の雇用管理改善を通じた魅力ある職場づくりに対する意識について 

４.	 対象企業が抱える雇用管理上の課題 

５.	 対象企業に提案する雇用管理制度 
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	 	 	 ②ハラスメント対応	

	 	 	 	 ・セクハラ・パワハラ規定の充実	

	 	 	 ③有給休暇取得率改善のため	

	 	 	 	 ・有給休暇の計画的取得。	

	 	 	 	 ・年次有給休暇の取得促進。	

	

（２）導入支援のポイント	

	 	 	 有給休暇取得率改善のため	

	 	 	 ・仕事の閑散期に重点的に年次有給休暇の取得促進。	

	 	 	 ・グループウェアを使った年次有給休暇の取得促進のための事前告知。	

	 	 	 ・有給休暇の取得率の定期報告。	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

（１）提案した雇用管理制度の導入状況	

	 	 	 ・休職制度の取得要件を明確化。	

	 	 	 ・年次有給休暇取得のための手続きを明確化。	

	 	 	 ・セクハラ・パワハラ規定に相談窓口を盛り込む。	

	 	 	 ・業務の引継ぎ要件の充実。	

	

（２）助成金活用状況	

	 	 	 ・今回は活用なし。	

	 	 	 ・今後は、キャリアップ助成金を検討していきたいと考えている。	

	 	

	

	

	 	 	 ・年次有給休暇の計画的付与制度の導入。	

	 	 	 ・残業時間の削減。	

６.	 導入支援の経過、結果 

７.	 対象企業の今後の取り組み計画、課題 
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	 会社としては、人間関係が良く離職率も下がっているため危機感は持っていないが、労			

働時間の削減をしていきたい。	

	

	

・会社としては、チームワークが良く社員同士でのコミュニケーションも取れており、強い	 	

	 会社との印象を持ちました。	

	 	 	 ・アンケート調査からは、社員間の横のコミュニケーションは取れているが、上層部とのコ	

	 	 	 	 ミュニケーションは不足している部分はあるように感じます。	

	 	 	 ・雇用管理上の課題の項でも述べましたが、社員のキャリアアップと休暇取得の問題は、今	

	 	 	 	 回の相談支援にて対策をアドバイスさせていただきましたので、改善の方向に行くことを	

	 	 	 	 期待します。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

８.	 事業主からの感想 

９.	 雇用管理アドバイザーの感想 
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